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論　　文　　の　　要　　旨

　本論文は曾中国の溝朝末期の19世紀後半に30有余年にわたって推進されたヨ中国最初の近代化政

策である「洋務運動」（西洋の近代的技術ヨ制度里学問を中国に採り入れようとした一違の政策）の

なかでも雪工業化と対外関係の革新について考察したものであり争序説と五編十八章および二つの

付論からなっている。主な内容はラ「官督商弁」（官が監督しヨ民問が経営する）の最初の近代的航

運業である「招商局」および器械制紡織業の「織布局」の設立過程の研究雪江新地方の在来産業で

ある蚕糸業における事西洋の器械製糸業の移植をめぐっての在来産業従業者1外国商人1中国官僚

の対立と葛藤についての実証的研究ヨ中国でもっとも早く官しかも民問による器械制製糸業を導入

した広東の企業にたいする在地の在来行者と地方当局および中央の洋務派官僚の対応の研究うさら

に雪欧米および日本の進出によって動揺した伝統的な華夷秩序にもとづく中国と周辺諸国との関係

を再構築しようとする李鴻章らの対外政策に関する研究、からなっている。

　序説ではヲ洋務運動は工業化と対外政策に消極的でありヨ「西欧の衝撃」に対する所産にすぎない

とする事日本の戦後における評価と蓼17118世紀以来の中国に起っていた内発的変化とも関連する

より積極的な近代化政策であったとする最近における研究成果を再検討しラ本論文の目的が洋務運

動の実証研究の蓄積と最近発掘された新資料を通じて事新しい洋務運動像を提起することにあると

述べる。

　第一編では、まず洋務運動の一部門である航運業の近代化政策についてヨ清朝政府の招商局にた

いする政策を分析しヨその営業範囲を在来業者と競合することなくヨ外国船の進出した航路にのみ
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限定していることを明らかにし，その大型の蒸気船を導入した汽船会社の設立の目的が。外国勢力

の排除を企図したものである，とのべる。

　第二編ではヨ綿業の近代化政策を検討しヨ（王）その政策が農村手工業である在来綿業と競合せずヨ

もっぱら輸入外国綿製品とのみ競合する範囲のものであったこと害（2）上海機器織布局は当机そ

の原料とする中国綿花に適合する機械を入手できなかったことヨ（3）機械製綿製品の市場と原料確

保の制約のため事生産計画の変更を余儀なくされたこと曹（4）上海機器織布局の経営を安定させる

ため里中国で開設する紡織企業の数や生産額に厳しい制約や規制をもうけたことなどを明らかにし

ている。

　第三編ではヨ中国最大の伝統産業である江断地方の蚕糸業近代化政策を考察し雪（1）器機製糸業

の導入が江新地方の在来蚕糸業に打撃を与えることと。それが上海の外国商杜の主導下におこなわ

れたことに当初強い警戒心をいだき害清朝政府は当机外資系の製糸会社に種々の抑制政策をとっ

たことラ（2）しかしラ李鴻章は上海の外商経営の製糸会社に対し曾妥協的な態度をとり。1882年に

はそれらを特例として公認する措置をとったことヲ（3）李鴻章はその後ラ方針を転換してヨ江新地

方に民営の器械製糸工業を設立するよう主張しヨ上海の外商経営の器械製糸会杜から器械糸生産の

利権を回収させようとするにいたったことラ（4）洋務派はその一方で冒繭の流通過程で税金を徴収

する制度を導入しヨ上海における中国資本経営の器械製糸業の成長を妨げる役割を果たしたヨと論

ずる。

　第四編ではう中国の蚕糸業地帯の中でラ最も早くから器械製糸業を発展させた広東省の珠江デル

タにおける蚕糸業の近代化にラ洋務派がいかに関与しラいかなる役割を果たしたかを検討しヨ（亙）広

東省での器械製糸の移植は、洋務運動が展開される以前の互9世紀の70年代初頭に土着資本によって

下から行われたこと、（2）しかも、広東特有の「紳者」の権威にたよってラ地方当局の干渉1介入

を排する形で推進されたこと雪（3）しかしラ1881年にヨこの器械製糸業は珠江デルタの在来の絹織

物手工業者の攻撃を受け，一時ラ地方当局からその閉鎮を命じられたがラ「紳書」の庇護下に地方当

局の規制にもかかわらず雪成長をっづけヨ1887年には洋務派の両広総督1張之洞を中心とする広東

の地方当局をはじめ清朝の申枢によってもその存続1発展を承認させるにいたったことを明らかに

している。

　第五編は曾洋務派の対外政策の目標とその性格について考察したものであり事（亙）洋務派は不平

等条約の問題点について、70年代末には正確な認識をもつに至った。（2）それにもかかわらず、「華

夷思想」に基づく中国を中心とする東アジアの国際秩序を維持する立場をくずさずラまたヨ「西欧国

際法」の受容を拒否しっづけて事条約改正に取り組もうともしなかった。（3）しかしヨ80年代初頭

以降里解体の危機に瀕した中国と周辺国との関係を再構築しようとしたがラかえって寄列強や朝鮮

など藩属国との矛盾を激化させて挫折を余儀なくされたラと述べる。

　結論としてヲ洋務派は伝統体制の危機を打開するために雪多くの改革を試みたが、明自な限界が

あった。それは儒教的世界に生きる申国の伝統的1官僚であることに制約されて、洋務派はその革新1

改革を’あくまでも伝統体制と調和的にしか行おうとしなかったことである。かれらの航運業への蒸
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気船の導入，紡織業事製糸業の機械化はヨ中国の伝統的な航運業、農村家内工業1手工業と両立で

きる範囲内にとどめられた。外交面での革新も中国を天下とみなす「華夷的な国際秩序」の存続を

前提としうそれを新たな形で維持1強化させるという方向でのみ推進させるにとどまった。したがっ

てラその政策は矛盾に満ちたものであり，同時期の日本の明治政府による近代化政策とは比較しえ

ぬほど徹底さを欠くものであった。したがってヨ洋務運動を著しく進取的。積極的な性格のものと

とらえることも正しくないし苧それを反動的雪消極的ヨ売国的な性格のものととらえることも正し

くない、と主張する。

審　　査　　の　　要　　旨

　本論文はヲ鈴木氏のこれまでの長年にわたる洋務運動研究を集大成したものである。最近の内外

における研究成果と研究状況を充分に検討して、洋務運動研究に新しい分野を開拓しラ新しい洋務

運動像を提起している。

　第1はヨ従来の研究が洋務運動のなかでも、兵器工業曾造船工業など軍需工業を中心に研究がな

されてきたのにたいし雰本論文では曹官督商弁による航運業と綿工業の近代化政策ラ江新における

蚕糸業の器械制企業の導入争広東の民問の器械制製糸業の移植など身在来産業である民需産業を中

心とする分野の研究を行ったことである。

　第2はヨ外国の近代技術の移植曾企業活動1製晶の範囲雪資金官原料をどのように処理したかに

っいて雪これをめぐる列強雪外国商人や洋務派官僚書買弁などとそれに反対する保守派官僚官在来

産業業者1農民の敵対関係、「官」と「民」の対立埋さらに洋務派内部の対立などをふくめてラその

政策の展開過程を具体的1実証的に研究したことである。

　第3は雪李鴻章音鄭観応雪何如璋事曽国藩らの文集争中国各地の地方志雪中国の経済事情に関す

る日本の調査報告骨『申報』ラ『循環日報』等当時の新聞を照合しラ実に丹念に，且つ的確に利用して

研究を行ったことである。

　第4は害これによって雪洋務運動の経済政策にかんするこれまでの軍需工業に偏重した、かつヨ

概説的な研究の段階をこえて田民需工業ヨ民問工業も含めた里洋務運動像を描きだしていることで

ある。

　第5は雪このような実証研究によって里洋務運動のもつ近代化政策としての積極面と同時に里そ

の限界面をも指摘している鈴木氏の洋務運動研究は害はからずもラ外国企業の設立が特定の地域に

のみ許可される制度骨製品に対する厳しい販売規制など事現代申国の近代化政策を理解するためのヨ

数多くのヨ有益な示唆を与えていることである。

　その］方では呈今後の問題とすべき点もある。第1はラ本論文が依拠している『申報』里『循環日

報』などの資料0）性格について言及した上でラ利用されるべきであるように思われる。第2は，本

論文では菅軍需工業害造船業などが言及されていないがう本論文が対象としている航運業雪綿業、

蚕糸業と関連させてラ洋務運動を全体として評価する必要があるであろう。第3は寄清朝の官僚機
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構のなかでの洋務派と他の官僚の位置付けに関しての説明があってもよいように思われる。

　しかし冒以上のような課題があるにしてもヨ本論文がこれまで未開拓な事この時期の民需工業ヨ

民問工業の近代化に関する実証的研究を行い雪新しい洋務運動像を提起したことは高く評価される

ものと言える。

　よってヨ著者は博士（文学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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